
消
費
者
庁
及
び
消
費
者
委
員
会
設
置
法
（
平
成
二
十
一
年
六
月
五
日
法
律
第
四
十
八
号
） 

最
終
改
正
：
平
成
二
一
年
四
月
二
四
日
法
律
第
二
六
号 

  

第
一
章 
総
則
（
第
一
条
） 

 

 

第
二
章 
消
費
者
庁
の
設
置
並
び
に
任
務
及
び
所
掌
事
務
等 

 

 
 

第
一
節 

消
費
者
庁
の
設
置
（
第
二
条
） 

 

 
 

第
二
節 

消
費
者
庁
の
任
務
及
び
所
掌
事
務
等
（
第
三
条
―
第
五
条
） 

 

 

第
三
章 

消
費
者
委
員
会
（
第
六
条
―
第
十
四
条
） 

 

 

附
則 

 

  
 
 

第
一
章 

総
則 

 

（
趣
旨
） 

 

第
一
条 

 

こ
の
法
律
は
、
消
費
者
庁
の
設
置
並
び
に
任
務
及
び
こ
れ
を
達
成
す
る
た
め
必
要
と
な
る
明
確
な
範
囲
の
所
掌

事
務
を
定
め
る
と
と
も
に
、
消
費
者
委
員
会
の
設
置
及
び
組
織
等
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

 
 
 

第
二
章 

消
費
者
庁
の
設
置
並
び
に
任
務
及
び
所
掌
事
務
等 

 

 
 
 
 

第
一
節 

消
費
者
庁
の
設
置 

 

（
設
置
） 

 

第
二
条 

 

内
閣
府
設
置
法 

（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
九
条
第
三
項 

の
規
定
に
基
づ
い
て
、
内
閣
府
の



外
局
と
し
て
、
消
費
者
庁
を
設
置
す
る
。 

 
２ 

 

消
費
者
庁
の
長
は
、
消
費
者
庁
長
官
（
以
下
「
長
官
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。 

 

 
 
 
 

第
二
節 

消
費
者
庁
の
任
務
及
び
所
掌
事
務
等 

 

（
任
務
） 

 

第
三
条 

 

消
費
者
庁
は
、
消
費
者
基
本
法 

（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
二
条 

の
消
費
者
の
権
利
の
尊
重
及

び
そ
の
自
立
の
支
援
そ
の
他
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
消
費
者
が
安
心
し
て
安
全
で
豊
か
な
消
費
生
活
を
営
む
こ
と
が
で

き
る
社
会
の
実
現
に
向
け
て
、
消
費 

者
の
利
益
の
擁
護
及
び
増
進
、
商
品
及
び
役
務
の
消
費
者
に
よ
る
自
主
的
か
つ
合
理

的
な
選
択
の
確
保
並
び
に
消
費
生
活
に
密
接
に
関
連
す
る
物
資
の
品
質
に
関
す
る
表
示
に
関
す
る
事
務
を 

行
う
こ
と
を
任

務
と
す
る
。 

 

（
所
掌
事
務
） 

 

第
四
条 

 

消
費
者
庁
は
、
前
条
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
務
（
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
務
を
除

く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。 
 

一 
 

消
費
者
の
利
益
の
擁
護
及
び
増
進
に
関
す
る
基
本
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 
 

消
費
者
の
利
益
の
擁
護
及
び
増
進
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
事
務
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

 

三 
 

消
費
者
の
利
益
の
擁
護
及
び
増
進
を
図
る
上
で
必
要
な
環
境
の
整
備
に
関
す
る
基
本
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並

び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 

四 
 

消
費
者
安
全
法 

（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
消
費
者
安
全
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。 

 

五 
 

宅
地
建
物
取
引
業
法 

（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
相
手
方
等
（
同



法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
十
四
号 

イ
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
利
益
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。 

 
六 

 

旅
行
業
法 

（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
の
規
定
に
よ
る
旅
行
者
の
利
益
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。 

 
七 

 
割
賦
販
売
法 

（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
九
号
）
の
規
定
に
よ
る
購
入
者
等
（
同
法
第
一
条
第
一
項 

に
規
定

す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
利
益
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。 
 

八 
 

消
費
生
活
用
製
品
安
全
法 

（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
三
章
第
二
節 

の
規
定
に
よ
る
重
大
製
品
事
故

に
関
す
る
措
置
に
関
す
る
こ
と
。 

 

九 
 

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律 

（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
五
十
七
号
）
の
規
定
に
よ
る
購
入
者
等
（
同
法
第
一
条 

に

規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
利
益
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十 
 

貸
金
業
法 

（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
）
の
規
定
に
よ
る
個
人
で
あ
る
資
金
需
要
者
等
（
同
法
第
二
十
四
条

の
六
の
三
第
三
項 

に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
利
益
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
一 

 

特
定
商
品
等
の
預
託
等
取
引
契
約
に
関
す
る
法
律 

（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
の
規
定
に
よ
る
預
託
者

の
利
益
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
二 

 

特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
特
定

電
子
メ
ー
ル
の
受
信
を
す
る
者
の
利
益
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
三 

 

食
品
安
全
基
本
法 

（
平
成
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項 

に
規
定
す
る
基
本
的
事
項
の
策
定

並
び
に
食
品
の
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
関
係
者
相
互
間
の
情
報
及
び
意
見
の
交
換
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
事
務
の

調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
四 

 

不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法 

（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
第
二
条
第
三
項 

又
は
第
四
項 

に



規
定
す
る
景
品
類
又
は
表
示
（
第
六
条
第
二
項
第
一
号
ハ
に
お
い
て
「
景
品
類
等
」
と
い
う
。
）
の
適
正
化
に
よ
る
商
品
及

び
役
務
の
消
費
者
に
よ
る
自
主
的
か
つ
合
理
的
な
選
択
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。 

 
十
四
の
二 

 

米
穀
等
の
取
引
等
に
係
る
情
報
の
記
録
及
び
産
地
情
報
の
伝
達
に
関
す
る
法
律 

（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
二

十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
同
法
第
二
条
第
三
項 

に
規
定
す
る
指
定
米
穀
等
の
産
地
の
伝
達
（
酒
類
の
販
売
、

輸
入
、
加
工
、
製
造
又
は
提
供
の
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
五 

 

食
品
衛
生
法 
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
十
九
条
第
一
項 

（
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項 

に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
表
示
に
つ
い
て
の
基
準
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
六 

 

食
品
衛
生
法
第
二
十
条 

（
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項 

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
虚
偽
の

又
は
誇
大
な
表
示
又
は
広
告
の
さ
れ
た
同
法
第
四
条
第
一
項 

、
第
二
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
に
規
定
す
る
食
品
、

添
加
物
、
器
具
若
し
く
は
容
器
包
装
又
は
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項 

に
規
定
す
る
お
も
ち
ゃ
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
七 

 

農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律 

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
五
号
）
第
十
九

条
の
十
三
第
一
項 

か
ら
第
三
項 

ま
で
に
規
定
す
る
基
準
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
八 

 

家
庭
用
品
品
質
表
示
法 

（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
号
）
第
三
条
第
一
項 

に
規
定
す
る
表
示
の
標
準
と
な
る

べ
き
事
項
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
九 

 

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律 

（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
二
条
第
三
項 

に
規
定
す
る

日
本
住
宅
性
能
表
示
基
準
に
関
す
る
こ
と
（
個
人
で
あ
る
住
宅
購
入
者
等
（
同
条
第
四
項 

に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の

利
益
の
保
護
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）。 

 

二
十 

 

健
康
増
進
法 

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項 

に
規
定
す
る
特
別
用
途
表
示
、
同
法
第
三



十
一
条
第
一
項 

に
規
定
す
る
栄
養
表
示
基
準
及
び
同
法
第
三
十
二
条
の
二
第
一
項 

に
規
定
す
る
表
示
に
関
す
る
こ
と
。 

 
二
十
一 

 

物
価
に
関
す
る
基
本
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 
二
十
二 

 

公
益
通
報
者
（
公
益
通
報
者
保
護
法 

（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
二
条
第
二
項 

に
規
定
す
る
も

の
を
い
う
。
第
六
条
第
二
項
第
一
号
ホ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
保
護
に
関
す
る
基
本
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推

進
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二
十
三 

 

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律 

（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項 

に
規
定
す
る
個
人
情

報
の
保
護
に
関
す
る
基
本
方
針
の
策
定
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二
十
四 

 

消
費
生
活
の
動
向
に
関
す
る
総
合
的
な
調
査
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二
十
五 

 

所
掌
事
務
に
係
る
国
際
協
力
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二
十
六 

 

政
令
で
定
め
る
文
教
研
修
施
設
に
お
い
て
所
掌
事
務
に
関
す
る
研
修
を
行
う
こ
と
。 

 

二
十
七 

 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
律
（
法
律
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
）
に
基
づ
き
消
費
者
庁
に
属
さ
せ
ら
れ

た
事
務 

 

（
資
料
の
提
出
要
求
等
） 

 

第
五
条 

 

長
官
は
、
消
費
者
庁
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に

対
し
、
資
料
の
提
出
、
説
明
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 
 
 

第
三
章 

消
費
者
委
員
会 

 

（
設
置
） 

 

第
六
条 

 

内
閣
府
に
、
消
費
者
委
員
会
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。 

 



２ 
 

委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

 
一 

 

次
に
掲
げ
る
重
要
事
項
に
関
し
、
自
ら
調
査
審
議
し
、
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項
を
内
閣
総
理
大
臣
、
関
係
各
大
臣

又
は
長
官
に
建
議
す
る
こ
と
。 

イ 

消
費
者
の
利
益
の
擁
護
及
び
増
進
に
関
す
る
基
本
的
な
政
策
に
関
す
る
重
要
事
項 

ロ 

消
費
者
の
利
益
の
擁
護
及
び
増
進
を
図
る
上
で
必
要
な
環
境
の
整
備
に
関
す
る
基
本
的
な
政
策
に
関
す
る
重
要
事
項 

ハ 

景
品
類
等
の
適
正
化
に
よ
る
商
品
及
び
役
務
の
消
費
者
に
よ
る
自
主
的
か
つ
合
理
的
な
選
択
の
確
保
に
関
す
る
重
要

事
項 

ニ 

物
価
に
関
す
る
基
本
的
な
政
策
に
関
す
る
重
要
事
項 

ホ 

公
益
通
報
者
の
保
護
に
関
す
る
基
本
的
な
政
策
に
関
す
る
重
要
事
項 

ヘ 

個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
の
確
保
に
関
す
る
重
要
事
項 

ト 

消
費
生
活
の
動
向
に
関
す
る
総
合
的
な
調
査
に
関
す
る
重
要
事
項 

二 
 

内
閣
総
理
大
臣
、
関
係
各
大
臣
又
は
長
官
の
諮
問
に
応
じ
、
前
号
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
し
、
調
査
審
議
す
る

こ
と
。 

 

三 
 

消
費
者
安
全
法
第
二
十
条 

の
規
定
に
よ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
必
要
な
勧
告
を
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
講
じ
た

措
置
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
。 

 

四 
 

消
費
者
基
本
法 

、
消
費
者
安
全
法 

（
第
二
十
条
を
除
く
。
）
、
割
賦
販
売
法 

、
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律 

、
特

定
商
品
等
の
預
託
等
取
引
契
約
に
関
す
る
法
律 

、
食
品
安
全
基
本
法 
、
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法 

、
食
品
衛

生
法 

、
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律 
、
家
庭
用
品
品
質
表
示
法 

、
住
宅
の
品
質
確
保



の
促
進
等
に
関
す
る
法
律 

、
国
民
生
活
安
定
緊
急
措
置
法 

（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
及
び
個
人
情
報
の
保

護
に
関
す
る
法
律 

の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。 

 
（
職
権
の
行
使
） 

 

第
七
条 

 
委
員
会
の
委
員
は
、
独
立
し
て
そ
の
職
権
を
行
う
。 

 

（
資
料
の
提
出
要
求
等
） 

 

第
八
条 

 

委
員
会
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、

報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
開
陳
、
説
明
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
組
織
） 

 

第
九
条 

 

委
員
会
は
、
委
員
十
人
以
内
で
組
織
す
る
。 

 

２ 
 

委
員
会
に
、
特
別
の
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
臨
時
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

 

３ 
 

委
員
会
に
、
専
門
の
事
項
を
調
査
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
専
門
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
委
員
等
の
任
命
） 
 

第
十
条 

 

委
員
及
び
臨
時
委
員
は
、
消
費
者
が
安
心
し
て
安
全
で
豊
か
な
消
費
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
社
会
の
実
現

に
関
し
て
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
。 

 

２ 
 

専
門
委
員
は
、
当
該
専
門
の
事
項
に
関
し
て
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
。 

 

（
委
員
の
任
期
等
） 

 

第
十
一
条 

 

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。 

 

２ 
 

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 



３ 
 

臨
時
委
員
は
、
そ
の
者
の
任
命
に
係
る
当
該
特
別
の
事
項
に
関
す
る
調
査
審
議
が
終
了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ
る

も
の
と
す
る
。 

 
４ 

 
専
門
委
員
は
、
そ
の
者
の
任
命
に
係
る
当
該
専
門
の
事
項
に
関
す
る
調
査
が
終
了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ
る
も
の

と
す
る
。 

 

５ 
 

委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。 

 

（
委
員
長
） 

 

第
十
二
条 

 

委
員
会
に
、
委
員
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
す
る
。 

 

２ 
 

委
員
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
委
員
会
を
代
表
す
る
。 

 

３ 
 

委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
指
名
す
る
委
員
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。 

 

（
事
務
局
） 

 

第
十
三
条 

 

委
員
会
の
事
務
を
処
理
さ
せ
る
た
め
、
委
員
会
に
事
務
局
を
置
く
。 

 

２ 
 

事
務
局
に
、
事
務
局
長
の
ほ
か
、
所
要
の
職
員
を
置
く
。 

 

３ 
 

事
務
局
長
は
、
委
員
長
の
命
を
受
け
て
、
局
務
を
掌
理
す
る
。 

 

（
政
令
へ
の
委
任
） 

 

第
十
四
条 
 

第
六
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 

  
 
 

附 

則 
 

（
施
行
期
日
） 



１ 
 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
（
検
討
） 

２ 
 

政
府
は
、
消
費
者
委
員
会
の
委
員
に
つ
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
二
年
以
内
の
常
勤
化
を
図
る
こ
と
を
検
討
す
る

も
の
と
す
る
。 

 

３ 
 

政
府
は
、
こ
の
法
律
、
消
費
者
庁
及
び
消
費
者
委
員
会
設
置
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
十
一
年
法
律
第
四
十
九
号
）
及
び
消
費
者
安
全
法
（
以
下
「
消 

費
者
庁
関
連
三
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
後
三
年
以
内

に
、
消
費
者
被
害
の
発
生
又
は
拡
大
の
状
況
、
消
費
生
活
相
談
等
に
係
る
事
務
の
遂
行
状
況
そ
の
他
経
済
社
会
情
勢
等
を
勘

案
し
、
消 

費
者
の
利
益
の
擁
護
及
び
増
進
を
図
る
観
点
か
ら
、
消
費
者
の
利
益
の
擁
護
及
び
増
進
に
関
す
る
法
律
に
つ
い

て
の
消
費
者
庁
の
関
与
の
在
り
方
を
見
直
す
と
と
も
に
、
当
該
法
律
に
つ
い
て 

消
費
者
庁
及
び
消
費
者
委
員
会
の
所
掌
事

務
及
び
組
織
並
び
に
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
の
業
務
及
び
組
織
そ
の
他
の
消
費
者
行
政
に
係
る
体
制
の
更
な

る
整
備
を
図
る
観
点
か
ら 

検
討
を
加
え
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

４ 
 

政
府
は
、
消
費
者
庁
関
連
三
法
の
施
行
後
三
年
以
内
に
、
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
（
消
費
者
安
全
法
第
十
条
第
三
項
に

規
定
す
る
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
）
の
法
制
上
の
位
置
付
け
並 

び
に
そ
の
適
正
な
配
置
及
び
人
員
の
確
保
、
消
費
生

活
相
談
員
の
待
遇
の
改
善
そ
の
他
の
地
方
公
共
団
体
の
消
費
者
政
策
の
実
施
に
対
し
国
が
行
う
支
援
の
在
り
方
に
つ
い
て

所
要
の
法
改
正 

を
含
む
全
般
的
な
検
討
を
加
え
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

５ 
 

政
府
は
、
消
費
者
庁
関
連
三
法
の
施
行
後
三
年
以
内
に
、
適
格
消
費
者
団
体
（
消
費
者
契
約
法
（
平
成
十
二
年
法
律

第
六
十
一
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
適
格
消
費
者
団
体
を
い 
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
差
止
請
求
関
係
業
務
の
遂

行
に
必
要
な
資
金
の
確
保
そ
の
他
の
適
格
消
費
者
団
体
に
対
す
る
支
援
の
在
り
方
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
い
、
必
要
な
措
置



を
講
ず
る 

も
の
と
す
る
。 

 
６ 

 

政
府
は
、
消
費
者
庁
関
連
三
法
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
加
害
者
の
財
産
の
隠
匿
又
は
散
逸
の
防
止
に
関
す

る
制
度
を
含
め
多
数
の
消
費
者
に
被
害
を
生
じ
さ
せ
た
者
の
不
当
な
収
益
を
は
く
奪
し
、
被
害
者
を
救
済
す
る
た
め
の
制
度

に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

  
 
 

附 

則 
（
平
成
二
一
年
四
月
二
四
日
法
律
第
二
六
号
） 

抄 
 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

二 
 

第
二
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
四
条
、
第
八
条
、
第
九
条
、
第
十
二
条
第
二
号
及
び
第
四
号
、
次
条
並
び
に
附
則

第
六
条
の
規
定 

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日 

 

 


